
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ⑦認知症相談会の参加者を募集します                    

 最近物忘れがひどくなってきて生活に不安を感じる等、認知症に関する心配事や困り事に、経

験豊富な専門職員が対応します。ご本人はもちろん、ご家族からの相談にも応じますので、お気

軽にお申し込みください。 

日時 7月 3日(火)午後 2時～4時 

場所 地域医療センターかさま内 地域包括支援センター(笠間市南友部 1966-1) 

内容 面接による個別相談(1組につき 1時間程度) 

担当者 認知症疾患医療センター 石崎病院 精神保健福祉士 田山
た や ま

 香代子
か よ こ

さん 

対象 市内在住の方  

定員 2名(先着順) 

参加費 無料 

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。 

申込期限 6月 25日(月) 

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 

                   ⑥5月 31日から 6月 6日は「禁煙週間」です                           
 
 世界保健機関(WHO)では、毎年 5月 31日を「世界禁煙デー」と定め、喫煙しないことが一般的

な社会習慣となることを目指した「たばこか健康かに関する活動計画」を進めています。厚生労

働省においても世界禁煙デーからの 1週間を「禁煙週間」と定め、さまざまな施策を実施する予

定です。 

笠間市では、平成30年2月に「笠間市が管理する公共施設の受動喫煙防止対策に関する指針」

を策定し禁煙を推進するとともに、効果的な受動喫煙防止対策を実施していきます。 

喫煙の健康への影響を理解し、禁煙したい方は、医療機関の禁煙外来を利用しましょう。市民

の皆さんの健康増進を図るため、喫煙率の減少に向けた積極的な取り組みをお願いします。 

問 健康増進課(保健センター)  ℡ 0296-77-9145 

 

       ⑤地域課題解決支援モデル事業への参画団体を募集します            

人口減少や少子高齢化が進み，地域の持続性が課題となっている中で、地域における既存事業

の整理、及び課題の把握から解決に至るまでの取り組みを支援する「地域課題解決支援モデル事

業」を実施します。 

つきましては、当該事業のモデルとなる地域（自治会や団体の連合体）を募集します。   

内容 地域が実施する課題の調査、人材発掘、課題解決に向けた行動計画づくりと解決に向けた

取り組みに対して、①人的支援(大学教員等有識者の招聘、民間企業とのマッチング等)、②

財政的支援(交付金を年間最大 30万円支給)を行います。 

対象 自治会、高齢者クラブ、子ども会育成会、NPO 法人、事業所、ボランティア団体、自主防

災組織、特定非営利活動法人等で構成する連合体。  

   なお、事業参画の意思が明確な場合は、連合体が実際に組織されていない段階でも申請を

受け付けますので、お気軽にご相談ください。 

定員 3団体 

申込方法 窓口で直接または電話、メールでお申し込みください。 

申込期限 6月 15日(金)まで 

申・問 企画政策課(内線 555、557)  メール kikaku@city.kasama.lg.jp 

 

 

 

 

 

平成 30年 5月 17日 第 30‐5号 

皆さんの納める保険税は国保制度を支えるための大切な財源です。③ページ 

 

 


